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岩手県花巻市大通り１丁目 4-15 
新高電気株式会社 
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１．組織の概要 

 
事業者名及び代表者名 

新高電気株式会社 

代表取締役  高橋 德好 

 

所在地 

本社 〒025-0092 

岩手県花巻市大通り 1 丁目 4－15 

 

東京営業所 〒106-0044 

東京都港区東麻布 1 丁目 15－4 

 

環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

環境管理責任者   

  連絡先   0198－23－5211 

  メール   info @ niitaka.com 

エコスタッフ    

  連絡先   0198－23－5211  

メール   info @ niitaka.com 

 

事業活動内容 

    電気工事業・電気通信工事業 

事業規模 

  資本金     3,000 万円 

  売上高    94,671 万円 （令和 4 年 4 月 1 日～ 

                令和 5 年 3 月 31 日） 

  従業員数     33 名 

  本社延床面積   703.61 ㎡ 

  本社倉庫延床面積 256.70 ㎡ 

  

 

認証・登録の対象組織・活動 

登録組織名  新高電気株式会社 

  全サイト・全活動・全組織 
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実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役割・責任・権限 

代表者 

（代表取締役） 

⚫ 環境マネジメントシステムに関する統括責任 

⚫ 効果的実施体制の構築 

⚫ 環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知 

⚫ 環境活動計画の承認 

⚫ 経営における課題とチャンスの整理と明確化 

⚫ 代表者による全体の評価と見直し指示 

環境管理責任者 ⚫ 環境マネジメントシステムの構築、実施、管理 

⚫ 作成された環境負荷の調査状況を確認、環境活動の取り

組みの自己チエックを確認し、それぞれ承認 

⚫ 関連法規制の遵守状況を確認 

⚫ 環境活動の取り組み状況の確認及び、目標設定 

⚫ 課題の是正指示 

⚫ 外部からの苦情や要望の処理 

⚫ 環境活動の取組結果を代表者へ報告 

⚫ 認証機関との連絡体制の確立、保持 

管理部 ⚫ 環境活動の理解と取り組みの理解と実践 

⚫ 自発的な環境活動の取り組み 
総務部 

現場代理人 ⚫ 現場における環境経営方針の周知 

⚫ 現場における環境関連の外部コミュニケーションの窓口 

エコ会議 ⚫ 環境管理責任者により、主催され、エコスタッフ、エコ

部員にて行う。 

⚫ 月 1 回開催され、集約データの検討、取り組み状況の確

認、新しいエコ推進活動の提案等を行う。 

⚫ 環境に対する勉強会等を行い、知識を高めるとともに、

全従業員への周知活動や全体勉強会等の企画を行う。 

⚫ 議事録を作成し、環境管理責任者から代表者への提案等

を行う。 

代表取締役 

環境管理責任者 エコ会議 

総務部 管理部 

現場代理人 
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２．環境経営方針 
 

基本理念 
  弊社は、森林面積の多い、岩手県の中でも詩人宮沢賢治の故郷としてまた、

イーハトーブの里と知られる、花巻市に本社を構えています。地球レベルでの環

境の悪化、激変が世界共通の最重要課題であると捉え、環境保全活動へ参加する

ことは、事業を営む者の責務と自覚し、また、企業活動と環境保全活動を両立さ

せることで、広く社会に貢献していくことを誓います。 

 

基本方針 
 弊社は電気工事業と電気通信工事業を営んでおります。請負事業の為、請負現

場での画一的な環境負荷の削減は困難ですが、従業員一人一人の創意工夫で、環

境保全に取り組みます。また、以下の事項について自主的、積極的に取り組んで

まいります。また、この環境保全活動が、コスト削減、人材育成、事業規模拡大

の機会と捉え、全社員で取り組んでまいります。基本方針を実践するために、以

下の方針を定めます。 

 

1. 環境関連法令及びを弊社が受け入れたその他の要求事項を遵守します。 

2. 環境目標を定め、定期的に見直し、継続的な改善に努めます。 

3. 環境影響を軽減するために、次の活動を実施します。 

⚫ 工事に対する環境配慮及び品質活動により生産性向上等に努めます。 
⚫ 事業活動のあらゆる部分で、省エネ化に努め、二酸化炭素の総排出量の

低減に努めます。 
⚫ 省資源活動として、水の使用量の削減に取り組みます。 
⚫ エコドライブに積極的に取り組み、ガソリン資源の節減、CO2 の削減に

取り組みます。 

⚫ 産業廃棄物及び一般廃棄物の削減に努め、資源の有効活用を努めます。 
⚫ 環境経営方針は全社員への周知徹底を図るとともに、環境経営レポート

を社外に公表します。 
⚫ 環境経営の継続的改善を行います。 
⚫ 地域における環境コミュニケーションを実施します。 

 

 

 

令和 3 年 9 月 1 日 （制定日） 

令和４年３月３１日（改定日） 

新高電気株式会社 代表取締役  高橋 德好 
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３．環境経営目標 中期計画 

原単位計算 
 基準 

年度 
年度毎目標 

令和 
2 年 

令和 
3 年 

令和 
4 年 

令和 
5 年 

令和 
6 年 

電力使用量削減（kwｈ/百万円） 45.13 
44.68 

（１％） 
44.23 

（２％） 
43.77 

（３％） 
43.32 

（４％） 

ガソリン使用量削減(ℓ/百万円) 30.64 
30.33 

（１％） 
30.03 

（２％） 
29.72 

（３％） 
29.41 

（４％） 

軽油等の使用量削減（ℓ/百万円） 1.32 
1.31 

（１％） 
1.30 

（２％） 
1.28 

（３％） 
1.27 

（４％） 

灯油使用量の削減（ℓ/百万円） 4.16 
4.12 

（１％） 
4.08 

（２％） 
4.03 

（３％） 
3.99

（４％） 

一般廃棄物の削減（kg/百万円） 5.45 
5.39 

（１％） 
5.34 

（２％） 
5.28 

（３％） 
5.23 

（４％） 

産業廃棄物の削減（kg/百万円） 17.53 
17.35 

（１％） 
17.18 

（２％） 
17.00 

（３％） 
16.82 

（４％） 

水使用量の削減（ℓ/百万円） 0.12 
0.12 

（１％） 
0.11 

（２％） 
0.11 

（３％） 
0.11 

（４％） 

※（ ）内の％は、基準年度に対する削減率を表す。  
使用量による計算 

 基準 
年度 年度毎目標 

令和 
2 年 

令和 
3 年 

令和 
4 年 

令和 
5 年 

令和 
6 年 

電力使用量削減（kwｈ） 39,571 
39,571 
（１％） 

39,172 
（２％） 

38,772 
（３％） 

38,372 
（４％） 

ガソリン使用量削減(ℓ) 27,139 
26,868 
（１％） 

26,596 
（２％） 

26,325 
（３％） 

26,053 
（４％） 

軽油等の使用量削減（ℓ） 1,172 
1,160 

（１％） 
1,149 

（２％） 
1,137 

（３％） 
1,125 

（４％） 

灯油使用量の削減（ℓ） 3,683 
3,646 

（１％） 
3,609 

（２％） 
3,573 

（３％） 
3,536

（４％） 

一般廃棄物の削減（kg） 4,824 
4,746 

（１％） 
4,728 

（２％） 
4,679 

（３％） 
4,631 

（４％） 

産業廃棄物の削減（kg） 15,523 
15,368 
（１％） 

15,213 
（２％） 

15,057 
（３％） 

14,902 
（４％） 

水使用量の削減（ℓ） 103 
102 

（１％） 
101 

（２％） 
100 

（３％） 
99 

（４％） 

手戻り工事（回） 0 0 0 0 0 

環境苦情（回） 0 0 0 0 0 

地域貢献活動（回） 1 1 １ １ １ 
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※（ ）内の％は、基準年度に対する削減率を表す。 

４．環境経営目標の実績  

項目 

令和 4 年

環境経営

目標 

令和 4 年

環境経営

実績 

達成率 評価 

二酸化炭素排出量 

(㎏－co2)  
- 84,900 - - 

二
酸
化
炭
素
排
出 

電気使用料 

(kwh/百万円) 
44.23 42.58 103.86% 〇 

ガソリン使用量 

(ℓ/百万円) 
30.03 30.98 96.91% △ 

軽油使用量 

(ℓ/百万円) 
1.30 2.21 58.74% × 

灯油使用量 

(ℓ/百万円)) 
4.08 3.30 123.33% 〇 

廃
棄
物 

一般廃棄物排出量 

(kg/百万円)) 
5.34 1.93 276.58% 〇 

産業廃棄物排出量 

(kg/百万円)) 
17.18 12.90 133.28% 〇 

水 
水使用量 

(㎥/百万円)) 
0.11 0.07 168.58% 〇 

製
品
サ
ー
ビ
ス 

手戻り工事 

（回） 
0 ０ - 〇 

環境苦情 

（回） 
0 ０ - 〇 

社
会 

地域貢献活動 

（回） 
１ ３ - 〇 

※ 原単位計算を使用 

※ 使用排出係数 

  電気   CO₂排出係数 0.521 kg- CO₂/kwh（令和元年度東北電力調整排出係数） 

※ 達成状況の評価 

〇：目標達成  △：目標の 90%～99.99％  ×：未達成 目標の 90％未満 
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(エコドライブ勉強会)      (エコドライブの為の点検)    （エコ会議） 

 

 

 

 

５．環境経営計画の主な取り組み内容と評価 
 

環境経営目標 活動・取組項目 
活動の具体的内容 

（手段） 
評価 

二酸化炭素排出量
の削減 

消費電力の削減 

不要な照明の消灯（環境宣言
で教育） 

〇 

PC 電源不要時の OFF もしく
は省エネモードの設 

〇 

室温は、暖房期 20℃、冷房期
28℃（注意喚起表示） 

〇 

クールビズ・ウオームビズの
徹底（環境宣言で教育） 

〇 

エアコンフィルターの清掃 〇 
照明の LED 化  

ガソリン・軽油使用
量の削減（燃費向
上） 

エコ運転の教育研修（環境宣
言で教育） 

〇 

アイドリングストップの徹底
（環境宣言で教育） 

〇 

車両メンテナンス  
空気圧チエック 〇 

その他化石燃料の
削減（灯油） 

灯油暖房の使用時の室温管理
（注意喚起表示） 

〇 

廃棄物の削減 
一般廃棄物の削減 

分別のルールの確立と周知徹
底（環境宣言で教育） 

〇 

排出量の把握 〇 
コピー用紙削減（両面コピー・
裏紙利用の徹 

〇 

シュレッダー使用頻度の削減 〇 

産業廃棄物 
分別の徹底 〇 
分別教育 〇 

水使用料の削減 水道使用量の削減 
注意喚起表示 〇 
節水の徹底 〇 

製品サービスの 
向上 

手戻り工事 
工事開始、竣工後の協議 〇 
品質活動の徹底 〇 

環境苦情 
工事通知、説明会等の近隣対
応 

〇 

騒音等の環境配慮 〇 

社会貢献活動 
会社周辺の 
清掃活動 

外灯清掃 〇 
除雪 〇 
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６．次年度の取り組み内容について 

現在取り組んでいるものを継続し、さらに工夫をして、取組む。 

 

 

７．主な環境関連法規等の遵守状況の確認及び訴訟等の有無 

 
法令等の名称 条項 該当する要求事項 

遵守 

状況 

法

律 

建設工事に係る資材の 

再資源化等に関する法

律 

（建設リサイクル法） 

第 10 条 

対象建設工事の届け出（着手 7 日前） 

・分別再、資源化廃棄物：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

     木屑、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

・対象工事：建築物の解体 80 ㎡、建築物の新築・ 

               増築 500 ㎡以上 

〇 

第 18 条 

発注者への報告等 

 元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了後、 

 その旨を発注者に書面で報告する。再資源化等の実施状況 

 に関する記録を作成し、これを保存しなければなら 

〇 

廃棄物の処理及び清掃

に 

関する法律 

（廃掃法） 

第 12 条

2 項 
産業廃棄物保管の基準（保管場所表示 60＊60 等） 〇 

第 12 条

5 項 

 

産業廃棄物処理は、許可業者に委託する 〇 

第 12 条

7 項 

委託した産業廃棄物処理状況を確認するよう努める。（排出者

責任） 
〇 

第 12 条

の 3 

産業廃棄物管理票 

（マニフェスト）の交付 
〇 

第 12 条

の 3 

第 7 項 

産業廃棄物管理票交付状況 

報告 
〇 

第 12 条

の 3 

第 8 項 

廃棄物管理票返送遅延時の 

届け出（Ｄ票 90 日、Ｅ票 180 日） 
― 

第 12 条

の 3 

第 10 項 

廃棄物管理票の保存（5 年間） 〇 

フロン類の使用の合理

化及び管理の適正化に

関する法律 

（フロン排出抑制法） 

第 16 条 フロン第 1 種特定製品の簡易点検実施 〇 

花巻市火災予防条例 第 51 条 灯油タンク 405ｌ少量危険物届 〇 

条

例 

岩手県循環型地域社会

の形成に関する条例 
第 22 条 

排出事業者等の責務等（収集運搬、中間処理業者の 1 年に 

1 回以上確認し記録する 
〇 

 

弊社として環境関連の法規について、自主的に遵守状況を確認しましたが、違反等はありませ

んでした。また、過去 5 年間にわたって関係当局から違反の指摘はなく、また、住民からの苦情

等もありませんでした。 
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８．代表者による全体の評価と見直し 

 
見直し項目 評価 見直し指示 

環境経営方針 

環境方針に合致していると考える

ため、現在のところ問題なしと考え

る。 

特になし 

環境経営目標 

原単位計算を導入することにより、

比較がより現実に合った形に近づ

いたことと、全体として二酸化炭素

排出量の目標を達成したことを評

価する。 

設備更新など長期的視点に

立った、提案等がなされて

いないため、来期はそれを

求める。 

実施体制 

現状を維持することが、目的を達成

するために最適と考えるので変更

は行わない。 

特になし 

その他 特になし 特になし 

 

全体評価 

 三回目の環境経営レポートの作成に至ったが、今期の受注環境を鑑みるに、移動距

離が増え、ガソリン消費量が上がったのはやむを得ないとみる。事務所内では電気水

道の使用量が下がったのは、設備更新や点検もあったが意識改革の側面も大きいと考

える。現場での重機使用増が、軽油の使用量の増大につながっていると理解している

が、アイドリング時間の削減や、効率的な使用を全員が考え、実践して欲しい。長期

的視点にたった設備更新などの提案も大いに歓迎する。来期も社内外で、高い意識を

もって行動すること。 
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終わりに 

  

 この度は、弊社の環境レポートをご覧いただき誠にありがとうご

ざいます。取り組みを始めてからまだまだ、日が浅い為、不十分な

点も多々あります。 

半世紀以上、電気工事業として社会生活の発展に寄与してきたと

考えていますが、今後は、次世代への技術の継承だけでなく、良い

地球環境を次世代へ継承させることも、弊社としての責務と考えて

おります。既に、先行して取り組まれている、企業の皆様の取り組

みを大いに参考にさせていただきたいと思います。バリューチェー

ンの構築による、全体での成果をあげるために、弊社の顧客の皆

様、関係業者様、先行して取り組まれている企業の皆様からご理解

とご指導を賜れば幸いと存じます。 

 

 

 

岩手県花巻市大通り一丁目４-15 

新高電気株式会社  

代表取締役 高橋德好 
 


